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(57)【要約】
【課題】伸縮性を高度に制御することができる伸縮シー
トを提供する。
【解決手段】伸縮シート１は、織布または編布から構成
された基層２と、基層２に積層され、スリット４が形成
された不織布から構成された配向層３とを有する。基層
２の織布または編布は弾性糸から構成されていることが
好ましく、配向層３が伸縮シート１の最外層を形成して
いることが好ましい。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　織布または編布から構成された基層と、
　前記基層に積層され、スリットが形成された不織布から構成された配向層とを有するこ
とを特徴とする伸縮シート。
【請求項２】
　前記不織布には、一方向に延びるスリットが複数形成されている請求項１に記載の伸縮
シート。
【請求項３】
　前記不織布には、前記スリットとして、一方向に延びる第１スリットが複数形成され、
他方向に延びる第２スリットが複数形成されている請求項１に記載の伸縮シート。
【請求項４】
　前記織布または編布は弾性糸から構成されている請求項１～３のいずれか一項に記載の
伸縮シート。
【請求項５】
　前記伸縮シートは、前記配向層が最外層を形成している請求項１～４のいずれか一項に
記載の伸縮シート。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか一項に記載の伸縮シートから構成された、使い捨ておむつ、お
むつカバー、トレーニングパンツ、ショーツ、および使い捨て下着よりなる群から選ばれ
る身体着用物品。
【請求項７】
　請求項１～５のいずれか一項に記載の伸縮シートから構成された、絆創膏、湿布薬、テ
ーピングテープ、キネシオテープ、サポーター、および包帯よりなる群から選ばれる身体
装着物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、伸縮シートに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、様々な伸縮シートが知られており、伸縮シートは身体に着用したりする物品など
に用いられる。例えば特許文献１，２には、多数のひだ状に折り畳まれたシート部材に弾
性部材が間欠的に接合されることにより形成された伸縮シートが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００１－１１７６９号公報
【特許文献２】特開２００９－１４８４４７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、特許文献１，２に開示されるように、弾性部材を配することにより伸縮性を
持たせている伸縮シートでは、基本的に弾性部材が配された部分で均一に伸縮性が発現す
る。そのため、伸縮シートの伸縮性を部分的に変えたりして、伸縮シートの伸縮性を高度
に制御することは難しい。一方で、伸縮シートを身体に適用する物品に用いるような場合
は、身体には多数の凹凸があり、また皮膚の伸び方も身体の部分によって異なるため、伸
縮シートの伸縮性を高度に制御できれば、伸縮シートの適用可能性が広がる。
【０００５】
　本発明は前記事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、伸縮性を高度に制御する
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ことができる伸縮シートを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記課題を解決することができた本発明の伸縮シートとは、織布または編布から構成さ
れた基層と、基層に積層され、スリットが形成された不織布から構成された配向層とを有
するところに特徴を有する。本発明の伸縮シートは、基層によって伸縮性を発現させ、配
向層によって伸縮性（特に伸縮の方向性）を制御することができるため、スリットの方向
や配置を適宜設定することにより、伸縮シートに所望するように伸縮性を付与することが
できる。
【０００７】
　配向層の不織布には、一方向に延びるスリットが複数形成されていることが好ましい。
また配向層の不織布には、スリットとして、一方向に延びる第１スリットが複数形成され
、他方向に延びる第２スリットが複数形成されていてもよい。このようにスリットを設け
ることにより、伸縮シートに伸縮の方向性を付与しやすくなる。
【０００８】
　基層の織布または編布は、弾性糸から構成されていることが好ましい。基層の織布また
は編布が弾性糸から構成されていれば、基層や伸縮シートの伸縮性を高めることができる
。
【０００９】
　伸縮シートは、配向層が最外層を形成していることが好ましい。このように伸縮シート
が構成されることにより、配向層にスリットを形成することの効果が好適に発揮されやす
くなる。
【００１０】
　本発明はまた、本発明の伸縮シートから構成された、使い捨ておむつ、おむつカバー、
トレーニングパンツ、ショーツ、および使い捨て下着よりなる群から選ばれる身体着用物
品や、絆創膏、湿布薬、テーピングテープ、キネシオテープ、サポーター、および包帯よ
りなる群から選ばれる身体装着物品も提供する。これらの物品に本発明の伸縮シートを適
用すれば、身体の部分に応じて高度に制御された伸縮性を付与することができる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の伸縮シートは、基層によって伸縮性を発現させ、配向層によって伸縮性を制御
することができるため、スリットの方向や配置を調整することにより、伸縮シートに所望
するように伸縮性を付与することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の伸縮シートの一例を表し、伸縮シートの斜視図を表す。
【図２】本発明の伸縮シートの他の例を表し、伸縮シートの斜視図を表す。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本発明の伸縮シートは、織布または編布から構成された基層と、基層に積層され、スリ
ットが形成された不織布から構成された配向層とを有する。本発明の伸縮シートは、基層
によって伸縮性を発現させ、配向層によって伸縮性（特に伸縮の方向性）を制御しており
、このように構成された基層と配向層を有することにより、所望するように伸縮性を発現
させることができる。
【００１４】
　基層は、織布または編布から構成される。基層を構成する織布の織組織は特に限定され
ず、公知の織組織を採用すればよい。織布の織組織としては、平織、綾織、朱子織等が挙
げられる。基層を構成する編布の編組織も特に限定されず、公知の編組織を採用すればよ
い。編布の編組織としては、平編、ゴム編、両面編、ハーフ編等が挙げられる。基層とし
て織布または編布を用いれば、織布の織組織、編布の編組織、織布や編布の配向方向（配



(4) JP 2014-201023 A 2014.10.27

10

20

30

40

50

向層に対する配向方向）を適宜選択することにより、基層に所望の伸縮性を付与すること
ができる。また、基層の通気性が確保され、伸縮シートを身体に適用する物品に適用した
場合に、汗などが発散されやすくなり、快適性が向上する。織布または編布を構成する糸
の繊度は特に限定されないが、例えば、１０ｄｔｅｘ～１２０ｄｔｅｘであればよい。
【００１５】
　織布または編布を構成する糸（繊維）は特に限定されないが、弾性糸から構成されてい
ることが好ましい。織布または編布が弾性糸から構成されていれば、基層や伸縮シートの
伸縮性を高めることができる。弾性糸としては、公知の弾性糸を用いればよいが、ポリウ
レタン糸を用いることが好ましい。また、基層の肌触りを改善するために、弾性糸として
、ポリウレタン糸を含む複合糸を用いることがより好ましい。例えば、ポリウレタン糸と
綿等の天然繊維との複合糸を用いることが好ましく、ポリウレタン糸が綿等の天然繊維で
被覆されたコアスパンヤーンを用いることがより好ましい。基層を構成する織布が弾性糸
から構成されている場合、弾性糸は経糸と緯糸のどちらか一方のみに使用されてもよく、
両方に使用されてもよい。
【００１６】
　基層は、好ましくは織布から構成される。基層が織布から構成されていれば、織布の経
糸と緯糸を適宜選択することによって、基層の伸縮性を調整することができる。
【００１７】
　配向層は、スリットが形成された不織布から構成される。配向層を構成する不織布の種
類は特に限定されず、短繊維不織布と長繊維不織布のいずれであってもよい。不織布のウ
ェブ形成には、乾式法（カーディング法やエアレイド法等）、湿式法、スパンボンド法、
メルトブロー法を採用すればよい。また乾式法や湿式法では、繊維間結合を行う方法とし
て、ケミカルボンド法、サーマルボンド法（エアスルー法やポイントボンド法等）、ニー
ドルパンチ法、スパンレース法、ステッチボンド法、スチームジェット法等を採用するこ
とができる。つまり、配向層を構成する不織布としてはこのような製法により得られた不
織布を用いることができる。
【００１８】
　配向層は基層に積層して設けられ、詳細には、配向層は基層に隣接して積層される。配
向層は基層と接着剤により接合されていることが好ましく、これにより基層と配向層を一
体化して取り扱うことができる。
【００１９】
　基層と配向層の接着に用いられる接着剤は特に限定されないが、例えば、天然ゴム系、
ブチルゴム系、ポリイソプレン等のゴム系接着剤；スチレン－イソプレン－スチレンブロ
ック共重合体（ＳＩＳ）、スチレン－ブタジエン－スチレンブロック共重合体（ＳＢＳ）
、スチレン－エチレン－ブタジエン－スチレンブロック共重合体（ＳＥＢＳ）、スチレン
－エチレン－プロピレン－スチレンブロック共重合体（ＳＥＰＳ）等のスチレン系エラス
トマー；エチレン・酢酸ビニルコポリマー（ＥＶＡ）；ポリオレフィン系エラストマー等
を用いることができる。これらの接着剤は、１種のみを用いてもよく、２種以上を併用し
てもよい。なかでも、接着剤としては、ゴム系接着剤やスチレン系エラストマーを用いる
ことが好ましく、スチレン系エラストマーを用いることがより好ましい。このような接着
剤を用いることにより、基層の伸縮に配向層が追従しやすくなり、伸縮シートとしての一
体性を保持しやすくなる。
【００２０】
　配向層を構成する不織布にはスリットが形成されている。不織布にはスリットが複数形
成されることが好ましい。不織布に形成されるスリットは、それぞれが一方向に延びるよ
うに設けられる限り、形状は特に限定されない。スリットは直線状に設けられてもよく、
多角形、長円形等の形状で設けられてもよい。なおスリットは、長手方向の長さがそれに
直交する方向の長さの２倍以上であることが好ましく、４倍以上であることがより好まし
い。このような形状でスリットが設けられれば、伸縮シートに伸縮方向性を好適に付与し
やすくなる。
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【００２１】
　不織布には、一方向に延びるスリットが複数形成されることが好ましい。すなわち、不
織布には同一方向に延びるようにスリットが複数形成されることが好ましい。より好まし
くは、不織布にはスリットが複数形成され、これらのスリットの全てが一方向に延びるよ
うに形成される。この場合、配向層は、スリットの延びる方向と直交する方向に選択的に
伸長しやすくなり、これによって伸縮シートの伸縮に方向性が付与されることとなる。
【００２２】
　不織布には、スリットとして、一方向に延びる第１スリットが複数形成され、他方向に
延びる第２スリットが複数形成されていることも好ましい。この場合、配向層は、第１ス
リットの延びる方向と直交する方向と、第２スリットの延びる方向と直交する方向のそれ
ぞれに伸長しやすくなる。第１スリットと第２スリットの延びる方向は特に限定されない
が、異なる方向に延びるスリットを設けることによる効果をより発現させる点から、第１
スリットの延びる方向は第２スリットの延びる方向に対して４５°～１３５°の範囲（よ
り好ましくは６０°～１２０°の範囲）にあることが好ましい。
【００２３】
　スリットは、配向層の全面にわたって均等に設けられてもよく、配向層には、スリット
が密に設けられる部分とスリットが設けられない部分（あるいはスリットが疎に設けられ
る部分）が形成されてもよい。後者の場合、伸縮シートの用途に応じて、伸長性を付与し
たい部分にスリットを密に設ければよい。またこの際、用途に応じて、それぞれのスリッ
トの延びる方向や長さを適宜設定すればよい。
【００２４】
　配向層を構成する不織布として、スパンボンド不織布のように、不織布を構成する繊維
（フィラメント）が一方向に配向している不織布を用いる場合、スリットは、不織布を構
成する繊維の配向方向に対して略平行に延びるように形成されていることが好ましい。こ
のように配向層が構成されていれば、不織布を構成する繊維がスリットによって分断され
ず、スリットの延びる方向への配向層の強度が確保されやすくなる。また、配向層をスリ
ットの延びる方向へ引っ張った際に、配向層が当該方向へ伸長しにくくなり、伸縮シート
に対してより強く伸縮方向性を付与することができる。
【００２５】
　配向層を構成する不織布として、不織布を構成する繊維（フィラメント）が一方向に配
向している不織布を用いる場合、スリットはまた、不織布を構成する繊維の配向方向に対
して略直交する方向に延びるように形成されていてもよい。このようにスリットが形成さ
れていれば、伸縮シートをスリットの延びる方向に対して直交する方向に引っ張った際に
、配向層を構成する不織布がスリットの端部から破断しにくくなる。つまり、不織布がス
リットの端部から破断しかけても、不織布の繊維がスリットと略直交するように配向して
いるため、不織布の破断がそれ以上進みにくくなる。
【００２６】
　配向層を構成する不織布として、短繊維不織布やメルトブロー不織布のように、不織布
を構成する繊維がランダムに配向している不織布を用いてもよい。この場合は、伸縮シー
トをいずれの方向に引っ張っても、配向層を構成する不織布がスリットの端部から破断し
にくくなる。
【００２７】
　スリットは、端部が丸まって形成されていてもよい。このようにスリットが形成されて
いれば、伸縮シートを引っ張った際に、スリットの端部に応力が集中しにくくなり、スリ
ットを起点にして配向層が破断しにくくなる。スリットの端部が丸まった形状としては、
長円形（楕円を含む）や亜鈴形等が挙げられる。なお、亜鈴形とは、両端部が丸まって形
成され、その間の中間部が両端部よりも幅狭に形成された形状を意味する。
【００２８】
　スリットの長さ（長手方向の長さ）は特に限定されないが、例えば、３ｍｍ以上が好ま
しく、５ｍｍ以上がより好ましく、また５０ｍｍ以下が好ましく、４０ｍｍ以下がより好
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ましい。このような長さでスリットが形成されることにより、伸縮シートに伸縮方向性を
付与しやすくなり、また伸縮シートの強度（特に配向層の強度）を確保しやすくなる。
【００２９】
　配向層に複数設けられたスリットは、一部のスリットが配向層の縁まで延びるように形
成されていてもよい。スリットが配向層の縁まで延びるように形成されることにより、配
向層を全体的に伸長させることができるようになり、伸縮シートの伸縮性（特に伸長性）
を高めることができる。なお、スリットが配向層の縁まで延びるように形成される場合、
スリットは一方端のみが配向層の縁まで延びるように形成されることが好ましい。
【００３０】
　配向層を構成する不織布の目付は特に限定されない。不織布の目付は伸縮シートの用途
に応じて適宜設定すればよく、例えば、１５ｇ／ｍ2～２００ｇ／ｍ2の範囲にあればよい
。
【００３１】
　本発明の伸縮シートは、基層の少なくとも一方面に配向層が積層していればよく、基層
の両面に配向層が積層していてもよい。なお伸縮シートは、配向層が最外層を形成してい
ることが好ましく、このように伸縮シートが構成されることにより、配向層にスリットを
形成することの効果が好適に発揮されやすくなる。すなわち、伸縮シートを引っ張った際
に、配向層がスリットの延びる方向と直交する方向に好適に伸長しやすくなる。
【００３２】
　基層の一方面のみに配向層が積層される場合は、基層の他方面にはさらに異なる層（基
層や配向層とは異なる層）が積層されてもよい。例えば、後述するように、本発明の伸縮
シートを絆創膏、湿布薬、テーピングテープ、キネシオテープ等に適用する場合などは、
基層の他方面に粘着層や膏薬層等を設けてもよい。
【００３３】
　次に本発明の伸縮シートについて、図面を参照して説明する。なお、本発明は図面に示
された実施態様に限定されるものではない。図１および図２には伸縮シートの斜視図を示
した。
【００３４】
　図１および図２に示した伸縮シート１は、織布または編布から構成された基層２と、基
層２に積層され、不織布から構成された配向層３とを有している。配向層３にはスリット
４が形成され、図１では、一方向に延びるスリット４が複数形成されており、図２では、
スリット４として、一方向に延びる第１スリット４ａが複数形成され、他方向に延びる第
２スリット４ｂが複数形成されている。
【００３５】
　伸縮シート１は、基本的に基層２によって伸縮性が付与され、配向層３によって伸縮シ
ート１の伸縮性（特に伸縮の方向性）が制御されている。図１に示した伸縮シート１では
、スリット４の延びる方向に対して略直交する方向に伸長しやすくなる。図２に示した伸
縮シート１では、第１スリット４ａの延びる方向と第２スリット４ｂの延びる方向のそれ
ぞれの略直交する方向に対して伸長しやすくなる。
【００３６】
　スリット４は、図１および図２に示すように、一部のスリット４が配向層３の縁まで延
びるように形成されていてもよい。このようにスリット４が設けられることにより、配向
層３を全体的に伸長させることができるようになり、伸縮シート１の伸縮性を高めること
ができる。
【００３７】
　本発明の伸縮シートは、高度に伸縮性を制御することができるため、身体着用物品や身
体装着物品に好適に適用することができる。身体は凹凸が多く、また身体の部分によって
皮膚の伸び方も全く異なるため、本発明の伸縮シートをこのような用途に用いることによ
り、本発明の伸縮シートの特性を有効に活用することができる。身体には、人間に限らず
、人間以外の生物（例えば動物）も含まれる。
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【００３８】
　身体着用物品は、身体に着用する物品であれば特に限定されないが、使い捨ておむつ、
おむつカバー、トレーニングパンツ、ショーツ、使い捨て下着等の比較的身体に密着して
着用される物品に好適に適用できる。すなわち本発明は、本発明の伸縮シートから構成さ
れた、使い捨ておむつ、おむつカバー、トレーニングパンツ、ショーツ、および使い捨て
下着よりなる群から選ばれる身体着用物品も提供する。例えば、伸縮シートを使い捨てお
むつに適用する場合は、トップシート、バックシート、止着テープの基材等に用いること
ができる。
【００３９】
　身体装着物品は、身体に取り付ける物品であれば特に限定されないが、身体に密着して
使用される物品であることが好ましい。身体装着物品としては、絆創膏、湿布薬、テーピ
ングテープ、キネシオテープ、サポーター、包帯等が挙げられる。すなわち本発明は、本
発明の伸縮シートから構成された、絆創膏、湿布薬、テーピングテープ、キネシオテープ
、サポーター、および包帯よりなる群から選ばれる身体装着物品も提供する。
【産業上の利用可能性】
【００４０】
　本発明の伸縮シートは、使い捨ておむつ、おむつカバー、トレーニングパンツ、ショー
ツ、使い捨て下着等の身体着用物品や、絆創膏、湿布薬、テーピングテープ、キネシオテ
ープ、サポーター、包帯等の身体装着物品に用いることができる。
【符号の説明】
【００４１】
　１：　伸縮シート
　２：　基層
　３：　配向層
　４：　スリット
【図１】

【図２】
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